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Ⅰ 平成 29 年度の業務実績評価について

上田市公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法に基づき、公立大学法人長野大学（以下「法人」

という。）の平成 29 年度における業務実績について、「業務実績の評価に関する基本的な考え方」及び「公

立大学法人長野大学 各事業年度の業務実績評価（年度評価）実施要領」により平成 29 年度における業務

の実績に関する評価を行った。

１ 評価に関する基本的な考え方

(1) 評価は、教育研究の特性、自主性、自律性に配慮しつつ、法人の継続的な質的向上に資するもの

とする。

(2) 評価は、中期目標・中期計画の達成状況を踏まえ、法人の業務実績全体について総合的に行う。

(3) 評価は、一連の過程を通じて、法人の状況を分かりやすく示し、社会への説明責任を果たすもの

とする。

(4) 評価は、法人が自主的に行う組織・業務全般の見直しや次期の中期目標・中期計画の検討に資す

るものとする。

(5) 評価の仕組みについては、必要に応じて工夫・改善を行う。

２ 評価方法

年度評価、見込評価及び中期目標期間評価は、「項目別評価」と「全体評価」により行った。

・全体評価

項目別評価の結果を踏まえ、法人の中期目標・中期計画の進捗状況または達成状況の全体につい

て総合的に評価を行った。

・項目別評価

中期目標・中期計画に定められた各項目の進捗状況または達成状況を確認し、評価を行った。

評価は、法人の自己点検・評価に基づいて行うことを基本とする。なお、法第 79条の規定に基づき、

中期目標期間における評価は、認証評価機関が行う教育研究等の総合的な状況についての評価を踏まえ

ることとする。

評価の透明性・正確性を確保するために、評価結果を決定する前にその結果を法人に示して、意見の

申立ての機会を設ける。

年度評価、見込評価及び中期目標期間評価の具体的な方法については、別途定める。



Ⅱ 評価結果（全体評価／大項目別評価／事業単位・指標単位評価）

１ 全体評価

（１）評価結果

中期計画の進捗は○○である

（２）評価理由

ア．総括

〈重点事項への取組について〉

【（ア）教育に関する目標を達成するための措置】

・

・

【（イ）研究に関する目標を達成するための措置】

・

・

【（ウ）地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置】

・

・

【（エ）国際交流に関する目標を達成するための措置】

・

・

イ．今後に対する意見



２ 大項目別評価

（１）大項目別評価結果（一覧）

評 定

大項目（８区分）

評

価

結

果

評価区分

Ａ

中期計画

の進捗は

順調

Ｂ

中期計画

の進捗は

概ね順調

Ｃ

中期計画の

進捗はやや

遅れている

Ｄ

中期計画の

進捗は遅れ

ている

第２ 大学の教

育研究等の質の

向上に関する目

標を達成するた

めの措置

１ 教育に関する目標を達

成するための措置
Ｂ ○

２ 研究に関する目標を達

成するための措置
Ｂ ○

３ 地域貢献、地域の人材育

成等に関する目標を達成す

るための措置

Ｂ ○

４ 国際交流に関する目標

を達成するための措置
Ｂ ○

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

を達成するための措置
Ｂ ○

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成する

ための措置
Ｂ ○

第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関す

る目標を達成するための措置
Ｂ ○

第６ その他業務運営に関する目標を達成する

ための措置
Ｂ ○



【項目別の状況】

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

評価 評価基準

ｂ 中期計画の進捗は概ね順調

（１）評価理由

・

・

・

項目数

ａ ｂ ｃ ｄ

年度計画を

達成

年度計画を

概ね実施

年度計画を

十分に実施せず

年度計画を

大幅に下回る

事業単位

評価結果

39 0 39 0 0

構成比 （0％） （100％） （0％） （0％）

指標単位

評価結果

1 0 1 0 0

構成比 （0％） （100％） （0％） （0％）

（２）評価できる点

・

・

・

（３）課題となる点、その他指摘すべき事項

・

・

年度計画

を上回る

25%

年度計画

を概ね実

施

25%

年度計画

を十分に

実施せず

25%

年度計画

を大幅に

下回る

25%



２ 研究に関する目標を達成するための措置

評価 評価基準

ｂ 中期計画の進捗は概ね順調

（１）評価理由

・

・

・

項目数

ａ ｂ ｃ ｄ

年度計画を

達成

年度計画を

概ね実施

年度計画を

十分に実施せず

年度計画を

大幅に下回る

小項目別評価

結果

4 0 4 0 0

構成比 （0％） （100％） （0％） （0％）

（２）評価できる点

・

・

・

（３）課題となる点、その他指摘すべき事項

・

・

・

年度計画

を上回る

25%

年度計画

を概ね実

施

25%

年度計画

を十分に

実施せず

25%

年度計画

を大幅に

下回る

25%



３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置

評価 評価基準

ｂ 中期計画の進捗は概ね順調

（１）評価理由

・

・

・

項目数

ａ ｂ ｃ ｄ

年度計画を

達成

年度計画を

概ね実施

年度計画を

十分に実施せず

年度計画を

大幅に下回る

小項目別評価

結果

13 0 13 0 0

構成比 （0％） （100％） （0％） （0％）

（２）評価できる点

・

・

・

（３）課題となる点、その他指摘すべき事項

・

・

・

年度計画

を上回る

25%

年度計画

を概ね実

施

25%

年度計画

を十分に

実施せず

25%

年度計画

を大幅に

下回る

25%



４ 国際交流に関する目標を達成するための措置

評価 評価基準

ｂ 中期計画の進捗は概ね順調

（１）評価理由

・

・

・

項目数

ａ ｂ ｃ ｄ

年度計画を

達成

年度計画を

概ね実施

年度計画を

十分に実施せず

年度計画を

大幅に下回る

小項目別評価

結果

4 0 4 0 0

構成比 （0％） （100％） （0％） （0％）

（２）評価できる点

・

・

・

（３）課題となる点、その他指摘すべき事項

・

・

・

年度計画

を上回る

25%

年度計画

を概ね実

施

25%

年度計画

を十分に

実施せず

25%

年度計画

を大幅に

下回る

25%



第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置

評価 評価基準

ｂ 中期計画の進捗は概ね順調

（１）評価理由

・

・

・

項目数

ａ ｂ ｃ ｄ

年度計画を

達成

年度計画を

概ね実施

年度計画を

十分に実施せず

年度計画を

大幅に下回る

小項目別評価

結果

10 0 10 0 0

構成比 （0％） （100％） （0％） （0％）

（２）評価できる点

・

・

・

（３）課題となる点、その他指摘すべき事項

・

・

・

年度計画

を上回る

25%

年度計画

を概ね実

施

25%

年度計画

を十分に

実施せず

25%

年度計画

を大幅に

下回る

25%



第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置

評価 評価基準

ｂ 中期計画の進捗は概ね順調

（１）評価理由

・

・

・

項目数

ａ ｂ ｃ ｄ

年度計画を

達成

年度計画を

概ね実施

年度計画を

十分に実施せず

年度計画を

大幅に下回る

小項目別評価

結果

21 0 21 0 0

構成比 （0％） （100％） （0％） （0％）

（２）評価できる点

・

・

・

（３）課題となる点、その他指摘すべき事項

・

・

・

年度計画

を上回る

25%

年度計画

を概ね実

施

25%

年度計画

を十分に

実施せず

25%

年度計画

を大幅に

下回る

25%



第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置

評価 評価基準

ｂ 中期計画の進捗は概ね順調

（１）評価理由

・

・

・

項目数

ａ ｂ ｃ ｄ

年度計画を

達成

年度計画を

概ね実施

年度計画を

十分に実施せず

年度計画を

大幅に下回る

小項目別評価

結果

3 0 3 0 0

構成比 （0％） （100％） （0％） （0％）

（２）評価できる点

・

・

・

（３）課題となる点、その他指摘すべき事項

・

・

・

年度計画

を上回る

25%

年度計画

を概ね実

施

25%

年度計画

を十分に

実施せず

25%

年度計画

を大幅に

下回る

25%



第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置

評価 評価基準

ｂ 中期計画の進捗は概ね順調

（１）評価理由

・

・

・

項目数

ａ ｂ ｃ ｄ

年度計画を

達成

年度計画を

概ね実施

年度計画を

十分に実施せず

年度計画を

大幅に下回る

小項目別評価

結果

9 0 9 0 0

構成比 （0％） （100％） （0％） （0％）

（２）評価できる点

・

・

・

（３）課題となる点、その他指摘すべき事項

・

・

・

年度計画

を上回る

25%

年度計画

を概ね実

施

25%

年度計画

を十分に

実施せず

25%

年度計画

を大幅に

下回る

25%



３ 事業単位・指標単位評価

【事業単位・指標単位別評価結果】

項目数

評価委員会評価結果

a b ｃ d

年度計画

を達成

年度計画を

概ね実施

年度計画を

十分に実施

せず

年度計画を

大幅に下回

る

第２ 大学

の教育研究

等の質の向

上に関する

目標を達成

するための

措置

１ 教育に関する目標を達成す

るための措置

事業 39
○ ○ ○ ○

○.○％ ○.○％ ○.○％ ○.○％

指標

1

○ ○ ○ ○

○.○％ ○.○％ ○.○％ ○.○％

２ 研究に関する目標を達成す

るための措置

事業

4

○ ○ ○ ○

○.○％ ○.○％ ○.○％ ○.○％

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関す

る目標を達成するための措置

事業

13

○ ○ ○ ○

○.○％ ○.○％ ○.○％ ○.○％

４ 国際交流に関する目標を達

成するための措置

事業

4

○ ○ ○ ○

○.○％ ○.○％ ○.○％ ○.○％

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

を達成するための措置

事業

10

○ ○ ○ ○

○.○％ ○.○％ ○.○％ ○.○％

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成する

ための措置

事業

21

○ ○ ○ ○

○.○％ ○.○％ ○.○％ ○.○％

第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関

する目標を達成するための措置

事業

3

○ ○ ○ ○

○.○％ ○.○％ ○.○％ ○.○％

第６ その他業務運営に関する重要目標を達成

するための措置

事業

9

○ ○ ○ ○

○.○％ ○.○％ ○.○％ ○.○％
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1

【項目別の状況】

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標
１ 教育に関する目標
（１） 教育内容等に関する目標
ア 教育内容の改善

中期目標

各学部の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を示した上で、それに沿った教育を展開し、学生の到達度

から教育成果を確認・評価することにより、各方針や教育内容の改善を行う仕組みを構築する。

また、豊かな人間性を育む「教養教育」、職業人として必要な能力を養成する「専門教育」、地域課題に立ち向かい解決する能力を高めるための「地域協働型教育」を実

施し、社会で活躍できる実践力と創造性に富む人材を育成する。

(ア) 教養教育

様々な学問分野の考え方を学び、広い視野で自分の専門に関連付けて考える教養と、対話的討論を基にした協働学習を通じて、自身で考え、判断できる能力を養成する。

また、グローバル化する現代社会において必要な、語学力を向上させ、異文化を理解し、海外との交流を円滑に行うコミュニケーション能力を養成する。

(イ) 専門教育

基盤的専門知識の修得と、それらを企業や組織において活用する実践的応用力を養成する

(ウ) 地域協働型教育

地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働した教育により、地域社会に蓄積された経験的知識と大学の科学的知識を活用し、課題を発見し解決する能力を養成する。

中期計画 年度計画
法人の自己点検 評価委員会による評価結果

計画の実施状況 評価 評価ポイント、委員会確認事項 評価

第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置

ア 教育内容の改善
地域が直面している課

題に向き合い、その課題

に取り組み続けられる「地

域の未来を創造できる人
材」を育成する。

このため、対話的討論

により、自身で考え、自ら
の力で判断できる能力を

養成する「教養教育」と職

業人として必要な能力を
養成する「専門教育」、地

域社会の人びととの学び

を通じて、地域課題の解
決に必要な多面的・総合

的な知識を共創する力を

育成する「地域協働型教
育」を行う。 （以下略）

1 学生自身が直面している課題を自らの力で考え、判

断し、明解に言語表現できる能力を効果的に養成する

ために、１年次から展開している対話的討論を基本とし

た少人数講義やゼミナールの見直しや課題の整理を、

他大学の事例調査も交えながら行う。

○○○・・・。

○

○○○・・・。

○

2 また、地域や組織のなかで、リーダーシップが発揮で

きる高い専門性と問題解決能力を持った人材を育成す

るために学部のディプロマポリシー、カリキュラムポリシ

ーに基づいた専門教育を展開できているかを、点検し

適宜改善する。

○○○・・・。

○

○○○・・・。

○

（事業単位・指標単位評価、以下略）


